
第四次愛媛県全県域生活排水処理構想【概要】
１ 構想の趣旨

河川や海域の水質汚濁は、工場・事業場の排水規制の実施により過去に比べて改善さ

れてきましたが、家庭から日常生活に伴い排出される生活排水については、排水処理施

設の整備がいまだ十分でないなど対策が遅れていることから、愛媛県では、平成９年度

に「全県域下水道化基本構想（現全県域生活排水処理構想）」を策定し、生活排水処理

施設整備を計画的に推進して参りました。この度、第三次構想が令和４年度末をもって

目標年度を迎えることから、今後も計画的かつ効率的な生活排水処理施設の整備を進め

るため、県下全市町と連携し、新たに令和14年度を目標年度とした「第四次愛媛県全県

域生活排水処理構想」を策定しました。

２ 生活排水処理対策の現状と課題

（１）生活排水処理施設の現状

○令和３年度末時点において、県内の県下20市町のうち、19市町で公共下水道等の集合

処理事業に、全20市町で合併処理浄化槽の個別処理事業に取り組んでいます。

○令和３年度末の汚水処理人口（生活排水処理施設で汚水処理を行っている人口）は、

1,095千人で、行政人口（住民基本台帳人口）に占める割合である汚水処理人口普及率

は、82.1％となっており、第三次構想基準年度（平成23年度末）と比較すると汚水処理

人口で55千人、普及率で10.0％の増加となっています。

○中予地域及び東予地域で比較的高い汚水処理人口普及率を示しているものの、南予地

域の汚水処理人口普及率は低く、生活排水処理施設の整備が遅れています。

表１ 生活排水処理施設別の汚水処理人口及び汚水処理人口普及率（現況）
（単位：千人）

（２）生活排水処理対策の課題

○生活排水処理施設の整備財源の計画的確保と効率的執行

○汚水処理人口の地域間格差の解消

○生活排水処理施設の管理の効率化･適正化

○生活排水処理施設から発生する汚泥･処理水の活用

○生活排水処理施設の未整備地域における生活雑排水対策の推進

３ 生活排水処理対策の目標

○汚水処理人口及び汚水処理人口普及率

汚水処理人口及び汚水処理人口普及率は、第四次構想の基準年度（令和３年度）の

1,095千人、82.1％が、中間目標年度（令和８年度）においては1,115千人、87.7％、目

標年度（令和14年度）においては1,096千人、91.2％に増加する計画です。

表２ 生活排水処理施設別の汚水処理人口及び汚水処理人口普及率（目標）

○地域別の汚水処理人口及び汚水処理人口普及率

人口規模別の汚水処理人口普及率については、人口規模による大きな格差が改善され、

人口規模「30万人以上」及び「10万人～30万人」で95％を超えるほか、いずれの人口規

模についても、80％以上の普及率となっています。

また、汚水処理人口普及率の地域間における最大と最小の格差については、市町別の

格差は令和３年度2.0倍から令和14年度1.5倍に、地域別格差は1.4倍から1.2倍に、人口

規模別格差は1.4倍から1.2倍にそれぞれ改善する計画となっています。
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第四次愛媛県全県域生活排水処理構想【概要】
４ 生活排水処理対策の推進

（１）具体的な施策

（２）各主体の役割

５ 構想の進行管理

庁内関係課で各取組みを着実に実施し、連絡調整等によりPDCAサイクルによる進行

管理を行い、生活排水処理施設の普及を進めます。

また、令和９年度には、中間目標の結果を踏まえ、必要に応じ、計画の修正や施策の

見直しなど、構想の中間見直しを行います。

【県の役割】

○市町が実施する生活排水処理施設整備事業の進捗状況の把握及び各種事業間の調整を

行い、構想の進行管理に努めます。

○生活排水処理施設整備事業に関する市町への助言と研修会開催による市町担当職員の

資質向上や情報提供により、効率的な事業の実施を推進します。

○環境講座の開設など、環境学習の充実により、県民への啓発に努めます。

○「第五次えひめ循環型社会推進計画」等と連動して、資源の有効利用を推進します。

○事業実施状況や水質測定結果等の情報を定期的に公開します。

【市町の役割】

〇生活排水処理施設の長寿命化計画又はストックマネジメント計画を策定し、計画的な

改築・更新を推進します。

○各種研修制度の活用等による事業執行体制の強化と財源の確保や建設コストの一層の

削減に努めます。

○集合処理施設については、効率的な維持管理と高度処理施設の導入に努めるとともに、

合併処理浄化槽については、公共浄化槽等整備推進事業を積極的に導入し、維持管理

の徹底を図ります。

○生活排水対策や市町計画について、住民への啓発に努めます。

○生活排水処理施設から発生する汚泥や処理水の有効利用を推進します。

○下水道広域化推進総合事業、汚水処理施設連携整備事業を活用し、汚水処理事業広域

化・共同化計画に基づき、汚水処理施設等の広域化・共同化に努めます。 他

【県民の役割】

○構想の趣旨を理解し、集合処理施設へのつなぎ込みや合併処理浄化槽の法定検査実施

による適正な維持管理など、生活排水処理の徹底と地域の水環境の保全に努めます。

○集合処理施設による整備計画が予定されていない地域においては、単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽への転換に努めます。

○生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止するため、食用廃油等の流出防止や洗剤の

適正使用に努めます。

施    策 具 体 的 内 容 

面 的 整 備 の 促 進
計画的な生活排水処理供用区域の拡大

公共浄化槽等整備推進事業の導入促進

施設の広域化･共同化
下水道広域化推進総合事業の導入
汚水処理施設連携整備事業の導入

施 設 の 高 度 処 理 化 高度処理施設の導入

生活排水対策重点地域に
おける取り組みの強化

生活排水対策推進計画に基づく事業の推進

県 民 の 理 解 と 協 力 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換等

情  報  の  公  開
生活排水対策の実施状況及び公共用水域水質
測定結果など情報公開

 生活排水処理施設
 整備に関する啓発

生活排水対策に関する環境学習の充実

執 行 体 制 の 強 化
県庁内担当課の相互連携

市町担当職員の資質向上と情報提供

財  源  の  確  保

維持管理体制の効率化
及び適正化

施設全体の広域化・共同化や包括的民間委託の
導入

維持管理の適性化

耐震対策の強化

汚泥の有効利用
汚泥の緑農地利用資材、建設資材、バイオマス
エネルギーとしての有効利用の促進

処理水の有効利用 再生水や農業用水等への有効利用の促進

基 本 方 針

補助制度拡充等に係る国への働きかけ

汚水処理事業の広域化・共同化によるコストの

削減

県民と行政の協働

合併処理浄化槽の法定検査実施の徹底

公共浄化槽等整備推進事業の導入による
維持管理の徹底

生活排水処理施設の整備
拡大及び地域格差の是正１

２

第四次構想や市町計画の周知

未整備地区における生活排水対策の促進

執行体制強化と
財源の確保

３

維持管理体制の整備４

資源の有効利用の推進５

施設の耐震性能の向上等

ストックマネジメントの導入


